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›記事›法人市民税
				    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
      法人市民税は市内に事業所や事務所などを有する法人に課せられ、資本金、従業者数等に応じて課税される均等割と法人税額に応じて課税される所得割で構成されます。


※この文書には、数式が含まれています。


1.法人市民税の納税義務者


	赤平市内に事務所又は事業所を有する法人
	赤平市内に寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、赤平市内に事務所又は事業所を有しないもの
	法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課せられる個人で、赤平市内に事務所又は事業所を有するもの



2.法人市民税の均等割


均等割は、次の区分による税率(年額)となります。


均等割税率一覧表	条件 (公益法人、人格のない社団等その他市税条例に規定するもの)	法人区分	税率 (年額)
	資本金等の額が1千万円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの	1号法人	60,000円
	資本金等の額が1千万円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの	2号法人	144,000円
	資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの	3号法人	156,000円
	資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの	4号法人	180,000円
	資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの	5号法人	192,000円
	資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの	6号法人	480,000円
	資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの	7号法人	492,000円
	資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの	8号法人	2,100,000円
	資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業員数の合計数が50人以下のもの	7号法人	492,000円
	資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の従業員数の合計数が50人を超えるもの	9号法人	3,600,000円



※資本金等の額と市内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。また、市内に事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。


3.法人税割


平成28年度税制改正に伴い、法人市民税における法人税割税率を、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から以下のとおり引き下げます。


法人税割税率一覧表	事業開始年度	税率
	平成26年9月30日以前に開始した事業年度	14.7%
	平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始する事業年度	12.1%
	令和元年10月1日以降に開始する事業年度	8.4%



4.法人市民税の申告と納税


この税金は、税金を納めなければならない法人等が、自分で税額を計算し均等割と法人税割の合計額を申告して納めていただくことになっています。


(1)中間(予定)申告と納めるべき税額について


事業年度が6ヶ月を超える法人は、中間(予定)申告をしなければなりません。


ア 中間申告の場合


	申告期限は事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
	納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以降6ヶ月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。



イ 予定申告の場合


	納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、(計算式) 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
	ただし、法人税(国税)の計算において算出される税額が10万円以下の場合は、申告の必要がありません。



※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、下記の計算式のとおりとなります。


(計算式) 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 (経過措置)


 


(2)確定申告と納めるべき税額について


申告期限は事業年度終了の翌日から原則として2ヶ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合には、その税額を差し引きます。


(3)その他手続等お願い


新たに市内に事業所、事務所等を設立された場合は法人設立届出書を、登録されている内容に変更があった場合には異動届出書を提出してください。


関連書類


	法人設立・設置届出書 (PDF 71.2KB)
	異動届出書 (PDF 79.4KB)
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    お問い合わせ

      税務課

      市税係

      	電話:
	0125-32-2219


      	リンクURL:
	税務課へのお問い合わせはこちら
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  この記事の内容（政策など）について意見をお聞かせください。※必須入力
      いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。
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Facebook
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          	〒079-1192 北海道赤平市泉町4丁目1番地
	電話：0125-32-2211（代表）


		 開庁時間：
				月曜日から金曜日まで
            	（祝日及び12月31日から1月5日までを除く）
            	8時30分から17時まで
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